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改正個人情報保護法が全面的に施行される５月 30 日からは、個人情報取扱事業

者から除かれていた「取扱う個人情報が 5,000 人以下の小規模取扱事業者」も、同

法に対応する必要が生じます。 

 

 

●マイナンバー法と個人情報保護法の関係は？  

• マイナンバー法で規制等の対象となるのは、「特定個人情報」です。

これは、マイナンバーやマイナンバーに対応する符号をその内容に含

む個人情報のことです。特定個人情報も個人情報の一部なので、原則

として個人情報保護法が適用されます。さらに特定個人情報は、マイ

ナンバーによって名寄せなどが行われるリスクがあることから、個人

情報保護法よりも厳しい保護措置をマイナンバー法で上乗せしてい

ます。 

• 個人情報保護法は、特定個人情報はもちろん、特定個人情報に該当しない個人情報にも適用されます。 

●個人情報とは？ 

      （出典：経済産業省） 

〈補足〉改正により、個人情報の定義も明確化されます（上記の図の個人情報の定義の明確化の部分）。 

「氏名」、「住所」、「生年月日」のほか、特定の個人を識別できるメールアドレスなども個人情報に該当します。 

●個人情報保護法の適用を受ける「個人情報取扱事業者」とは？ 

「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者（国の機関、地方公共団体など

を除く）をいいます。 

●「個人情報データベース」とは？ 

「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、一定のものをいいます。 

【個人情報データベース等に該当する例】 

• 電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳（メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力してい

る場合） 

• 名刺の情報についてデータベース（表計算ソフト等）を用いて入力・整理している、名刺をルール化して整理（ア

ルファベット順、取引先コード順等）している場合 など 
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【個人情報データベース等に該当しない例】 

• 従業者が、自己の名刺入れを他人が自由に閲覧できる状況に置いていても、他人には容易に検索できない独自の

分類方法により名刺を分類した状態である場合  

• 市販の電話帳、住宅地図、職員録、カーナビゲーションシステム など 
 
 

 

 

 

 

 

厚生労働省は、昨年末に、“「過労死等ゼロ」緊急対策”として、①違法な長時間労

働を許さない取組の強化、②メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための取組の強化、

③社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化などを進めることを公表しました。 

本年に入って、これらの取組みが具体化してきており、その一環として「労働時間

の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定・公表さ

れました。 

働き方改革の動向も気になりますが、まずは、各企業における「労働時間の適正把握」が、長時間労働対

策の基本といえます。新たなガイドラインのポイントを紹介します。 

〈補足〉 このガイドラインの内容は、従前からある通達（労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準）をベースに、

大手広告代理店の過労自殺事件で問題になった事項などを踏まえ、内容の追加・補強を行ったものになっています。 

 

 

 

 

●労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適

切に管理する責務を有している。 

しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制（労働者が自己の労働時間を自主的に申告するこ

とにより労働時間を把握するもの。以下同じ。）の不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増

賃金の未払いといった問題が生じている。そこで、本ガイドラインで、使用者が講ずべき措置を具体的に明らかに

する。 

●使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、

これを記録すること。その原則的な方法は次のとおり。 

① 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。 

② タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として

確認し、適正に記録すること。 

●上記①、②の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は、

労働者や労働時間の管理者に対して十分な説明を行うとともに、「自己申告により把握した労

働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所

要の労働時間の補正をする」などの措置を講ずること。 

●労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定（いわゆる 36 協定）により延長することができる

時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわら

ず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行わ

れていないかについても確認すること。 

●使用者は、賃金台帳を調製し、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間

外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。 

賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に虚偽の労働時間数を記入した場合は、

労働基準法に基づき、30万円以下の罰金に処されること。 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置について 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインのポイント 
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中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年１回、３

月分（４月納付分）から適用される保険料率の見直しを行っています。 

平成 29 年３月分（４月納付分）から適用される保険料率は、次のように決定されました。 

 

 

 

１ 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕         ※赤文字は変更があったもの 

北海道 １０.２２％ 東京都 ９.９１％ 滋賀県 ９.９２％ 香川県 １０.２４％ 

青森県 ９.９６％ 神奈川県 ９.９３％ 京都府 ９.９９％ 愛媛県 １０.１１％ 

岩手県 ９.８２％ 新潟県 ９.６９％ 大阪府 １０.１３％ 高知県 １０.１８％ 
宮城県 ９.９７％ 富山県 ９.８０％ 兵庫県 １０.０６％ 福岡県 １０.１９％ 

秋田県 １０.１６％ 石川県 １０.０２％ 奈良県 １０.００％ 佐賀県 １０.４７％ 
山形県 ９.９９％ 福井県 ９.９９％ 和歌山県 １０.０６％ 長崎県 １０.２２％ 
福島県 ９.８５％ 山梨県 １０.０４％ 鳥取県 ９.９９％ 熊本県 １０.１４％ 
茨城県 ９.８９％ 長野県 ９.７６％ 島根県 １０.１０％ 大分県 １０.１７％ 
栃木県 ９.９４％ 岐阜県 ９.９５％ 岡山県 １０.１５％ 宮崎県 ９.９７％ 
群馬県 ９.９３％ 静岡県 ９.８１％ 広島県 １０.０４％ 鹿児島県 １０.１３％ 
埼玉県 ９.８７％ 愛知県 ９.９２％ 山口県 １０.１１％ 沖縄県 ９.９５％ 
千葉県 ９.８９％ 三重県 ９.９２％ 徳島県 １０.１８％   

 

〈補足〉都道府県単位保険料率は、「特定保険料率（後期高齢者支援金等に充てる分）」と「基本保険料率（協会けんぽの加入者に対する医

療給付、保健事業等に充てる分）」から構成されています。平成 29 年３月分からは、「特定保険料率」は全国一律で３.７３％（３.６７％か

ら変更）とされ、「基本保険料率」は各都道府県単位保険料率から特定保険料率を差引いた率とされます。 

 

例）東京都の場合      都道府県単位保険料率 ９．９１％ （うち、特定保険料率３.７３％、基本保険料率６.１８％） 

 

２ 介護保険料率 

全国一律 １.６５％  ※改定前は１.５８％ 

※ 健康保険の保険料の額は、原則的には、「都道府県単位保険料率によって計算した額」ですが、40 歳以上 65 歳未満の方（介護保険第

２号被保険者である健康保険の被保険者）については、「その額＋介護保険料率によって計算した額」となります。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

厚生労働省は、2016 年４月から９月までに長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施

した監督指導の結果を公表しました。対象となった 10,059 事業場のうち違法な時間外労働を確認したため

是正・改善に向けた指導を行ったのは 4,416（43.9％）事業場で、このうち、月 80 時間を超える残業が認

平成 29 年３月分からの保険料率（協会けんぽ） 

平成 29 年３月分(４月納付分)からの保険料率 

３月分の給与からの控除額の計算から、新しい保険料率で計算することになりますので、給与計算ソフトの

設定の変更または手計算で用いる「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。 

【注】健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方

も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。 

 

4,416 事業場で違法な時間外労働を行政指導へ 
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められた事業場は 3,450 事業場（78.1％）となっています。 

労働基準監督署では、昨年労働基準監督官を大幅に増員し、労働者等から申出・通報のあった事案につい

ては積極的に調査しております。行政指導を受けることで企業の信頼・信用を損なうおそれもあります。社

内で法令違反事実がないか、定期的な業務の再確認が必要です。 

 

 

 

・管理監督者の責任・待遇・勤務形態が管理監督者以外と大差がない（いわゆる“名ばかり管理職”） 

・管理監督者であるのに深夜割増賃金が支給されていない。 

・残業時間、残業手当の端数計算が大きすぎる（たとえば、30 分未満切捨てなど） 

・業務の性質上、所定の休憩時間が取れていない 

 

 

 

１．監督指導の実施事業場 10,059 事業場 

※このうち 6,659 事業場（全体の 66.2％）で労働基準法などの法令違反あり。 

 

２．主な違反内容（上記 1のうち、下記➀から➂の法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場） 

1 違法な時間外・休日労働があったもの 4,416 事業場（43.9％） 

このうち時間外・休日労働(※)の実績

が最も長い時間数で 

 

１か月当たり 80 時間を超えるもの 3,450 事業場（78.1％） 

１か月当たり 100 時間を超えるもの 2,419 事業場（54.8％） 

１か月当たり 150 時間を超えるもの 489 事業場（11.1％） 

１か月当たり 200 時間を超えるもの 116 事業場（ 2.6％） 

2 賃金不払残業があったもの 637 事業場（ 6.3％） 

 このうち時間外労働の最も長い時間数が１か月当たり 80 時間を超えるもの 400 事業場（62.8％） 

3 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの 1,043 事業場（10.4％） 

※ 法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。 

 

 

 

 

3/10 ●一括有期事業開始届の提出（建設業）  

主な対象事業：概算保険料 160 万円未満でかつ請負金額が 1 億 8000 万円未満の工事 

●２月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

3/15 ●所得税・贈与税の申告・納税期限 

●所得税の確定申告書の提出 

●確定申告税額の延納の届出書の提出 

●所得税確定損失申告書の提出 

●贈与税の申告（前年度分） 

●個人の道府県民税・市町村民税の申告 

●個人事業税の申告 

3/31 ●2 月分の健康保険料、厚生年金保険料の納付 

●個人事業者の消費税の確定申告 

●1 月決算法人の確定申告・7 月決算法人の中間申告 

●4 月・7 月・10 月決算法人の消費税の中間申告 

お仕事 
カレンダー 

３月 

特に長時間労働、残業に関してトラブルになりやすいポイント 

平成 28 年４月から９月までに実施した監督指導結果のポイント 

 


